
  申請に対する処分（審査基準）について  
製造所等の変更許可（移送取扱所）  

所管所属  消防チーム 
 
審査基準  
 １ （法律上の規定による基準）  
 消防法第１１条第２項  
 ２   前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める
市町村長、都道府県知事又は総務大臣（以下この章及び次章において「市町村長
等」という。）は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製
造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第４項の技術上の基準に適
合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱
いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないもの
であるときは、許可を与えなければならない。 

 
  
 消防法法第１０条第４項  
  製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこ
れを定める。  

  
 危険物の規制に関する政令第１８条の２  
 危険物の規制に関する政令第２４条第１項第１号  
 
 
 
 
 


